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(57)【要約】
　本発明は、流体のための容器に関する。容器は柔軟壁
部を含むことが可能であり、柔軟壁部は、金属合金を含
む。金属合金は、それに限定されないが、ＳＳＴ３０４
、ＳＳＴ３０９、ＳＳＴ３１６、ＳＳＴ３１６Ｌ、ＳＳ
Ｔ３２１、低炭素ステンレス鋼、および、ニチノールと
して知られるニッケル－チタン合金などのいくつかのス
テンレス鋼合金を含むシートの形に形成されることが可
能である任意の金属合金であることが可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの柔軟壁部であって、前記柔軟壁部は、金属合金を含む少なくとも１つ
の層を含む柔軟壁部と、
　入口部と、
を含むことを特徴とするサンプリングバッグ。
【請求項２】
　前記柔軟壁部は、金属合金シートを含む少なくとも１つの層を含むことを特徴とする請
求項１に記載のサンプリングバッグ。
【請求項３】
　金属合金シートの少なくとも１つの層を含む２つの柔軟壁部を含むことを特徴とする請
求項１に記載のサンプリングバッグ。
【請求項４】
　前記２つの柔軟壁部が、サンプリングバッグを形成するために接合されることを特徴と
する請求項３に記載のサンプリングバッグ。
【請求項５】
　シートは、２５μｍ～５０μｍの範囲の厚さを有することを特徴とする請求項１に記載
のサンプリングバッグ。
【請求項６】
　前記層は、本質的に、ステンレス鋼の平坦なシートからなることを特徴とする請求項１
に記載のサンプリングバッグ。
【請求項７】
　前記層は、本質的に、ステンレス鋼の波形の付いたシートからなることを特徴とする請
求項１に記載のサンプリングバッグ。
【請求項８】
　前記金属合金は、ＳＳＴ３０４、ＳＳＴ３０４、ＳＳＴ３０９、ＳＳＴ３０９Ｌ、ＳＳ
Ｔ３１６、ＳＳＴ３１６Ｌ、ＳＳＴ３２１、ＳＳＴ３２１Ｌ、低炭素ステンレス鋼、ニチ
ノール、ニッケル、またはチタンなどのステンレス鋼合金を含む群から選択されることを
特徴とする請求項１に記載のサンプリングバッグ。
【請求項９】
　前記柔軟壁部に取り付けられた少なくとも１つのパネルを含むことを特徴とする請求項
１に記載のサンプリングバッグ。
【請求項１０】
　前記柔軟壁部のそれぞれに取り付けられた少なくとも１つのパネルを含むことを特徴と
する請求項３に記載のサンプリングバッグ。
【請求項１１】
　前記パネルは、板紙、段ボール紙、または段ボール板から選択された材料と、ハンドル
とを含むことを特徴とする請求項１０に記載のサンプリングバッグ。
【請求項１２】
　前記パネルを付勢することが可能なばねを含むことを特徴とする請求項１０に記載のサ
ンプリングバッグ。
【請求項１３】
　前記ばねは、前記パネルを互いに離す方向に付勢し、または、前記パネルを互いに向か
わせる方向に付勢することを特徴とする請求項１１に記載のサンプリングバッグ。
【請求項１４】
　前記入口部に弁を含むことを特徴とする請求項１に記載のサンプリングバッグ。
【請求項１５】
　前記弁は、迅速に接続を切るコネクタ、または、同一の流量条件において異なる流量特
性を生じる形状を付けられたオリフィスを含む複数の入口部を含むことを特徴とする請求
項１４に記載のサンプリングバッグ。
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【請求項１６】
　サンプリングバッグを形成する方法であって、
　前記サンプリングバッグを形成するために耐腐食性の金属合金シートの少なくとも２つ
のシートの周辺部をシールするステップと、
　前記２つのシートの間の空間にアクセスするために入口部を提供するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記シートは、２５μｍまたは５０μｍの厚さであることを特徴とする請求項１６に記
載の方法。
【請求項１８】
　前記２つのシートの前記周辺部をシールするステップは、前記２つのシートの前記周辺
部を溶接するステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記２つのシートの前記周辺部を溶接するステップは、前記２つのシートの前記周辺部
をレーザー溶接するステップを含むことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記周辺部をシールするステップは、０．５ｍｍ～１．５ｍｍの幅を形成する継ぎ目部
を形成するステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　入口部を提供するステップは、前記金属合金シートのうちの少なくとも１つに開口部を
形成するステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　開口部を形成するステップは、開口部を穴開けするステップを含むことを特徴とする請
求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　開口部を形成するステップは、開口部を切り取るステップを含むことを特徴とする請求
項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　開口部を切り取るステップは、開口部をレーザー切断するステップを含むことを特徴と
する請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　開口部の中に弁を搭載するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の
方法。
【請求項２６】
　前記弁は、迅速に接続を切るコネクタを含むことを特徴とする請求項２５に記載の方法
。
【請求項２７】
　前記開口部は、ガスケットを使用して前記弁を搭載することによってシールされること
を特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記シートのうちの一方が、もう一方のシートに重ね合わさっていることを特徴とする
請求項１６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記２つのシートの間の前記空間を不動態化するステップを含むことを特徴とする請求
項１６に記載の方法。
【請求項３０】
　前記２つのシートの間の前記空間を不動態化するステップは、前記サンプリングバッグ
に酸を加えるステップを含むことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記２つのシートの間の前記空間を不動態化するステップは、前記バッグを酸で満たす
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ステップを含むことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記酸は、硝酸またはクエン酸であることを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記酸の濃度は、３％～５％であることを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記バッグの内部を乾燥するステップを含むことを特徴とする請求項２９に記載の方法
。
【請求項３５】
　前記バッグの前記内部を乾燥するステップは、真空下で６０℃を超える温度まで前記バ
ッグを加熱するステップを含むことを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　耐腐食性の金属合金シートの前記２つのシートのそれぞれの少なくとも１つの側部を化
学的に研磨するステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項３７】
　化学的に研磨するステップは、陽イオン界面活性剤およびフェリシアン化物錯体の存在
下で、６時間～１２時間、３５℃～５０℃の温度範囲で、塩酸、硝酸、およびヒドロキシ
安息香酸の混合体を含む試薬を用いて壁部を処理するステップを含むことを特徴とする請
求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記周辺部をシールするステップの前に、前記シートのそれぞれの少なくとも１つの表
面を化学的に不動態化するステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項３９】
　化学的に不動態化するステップは、前記表面を、３％クエン酸を使用して５０℃で約２
時間処理するステップを含むことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　弁は、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、Ｄｅｌｒｉｎ、アセタールを含む群から選択された、または
、ステンレス鋼から選択された少なくとも１つの材料を含むことを特徴とする請求項２４
に記載の方法。
【請求項４１】
　弁のステンレス鋼は、前記シートと同じ材料であることを特徴とする請求項３９に記載
の方法。
【請求項４２】
　壁部の外側表面をプラスチック材料で積層するステップを含むことを特徴とする請求項
１６に記載の方法。
【請求項４３】
　プラスチック材料は、電荷消散特性を有することを特徴とする請求項１７に記載の方法
。
【請求項４４】
　プラスチック材料は、高い熱安定性を有することを特徴とする請求項４１に記載の方法
。
【請求項４５】
　前記プラスチック材料は、１００℃において熱的に安定していることを特徴とする請求
項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記プラスチック材料は、アクリル接着剤を使用して積層されたビニール材料であるか
、または、シリコンベースの接着剤を用いたフッ化炭素であることを特徴とする請求項４
２に記載の方法。
【請求項４７】
　前記プラスチック材料は、前記周辺部をシールするステップの前に積層されることを特
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徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４８】
　前記プラスチック材料は、前記シートを越えて延在し、熱シールされることを特徴とす
る請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記周辺部の周りの前記プラスチックシートの内側に内側シール材料を含むことを特徴
とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記内側シール材料は、フッ化炭素であることを特徴とする請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記周辺部を折り畳むステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項５２】
　前記周辺部を２回折り畳むステップを含むことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５３】
　壁部の外部表面にパネルを取り付けるステップを含むことを特徴とする請求項１６に記
載の方法。
【請求項５４】
　前記パネルが、ハンドルを含むことを特徴とする請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記パネルが、半硬質柔軟材料を含むことを特徴とする請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記パネルは、板紙、段ボール紙、または段ボール板から選択された材料を含むことを
特徴とする請求項５４に記載の方法。
【請求項５７】
　基部と、
　コネクタを含むステムであって、前記ステムの長手方向軸線が前記基部の長手方向軸線
と平行の方向に向けられているとき、弁は開かれており、前記ステムの前記長手方向軸線
が前記基部の長手方向軸線に垂直の方向に向けられているとき、前記弁は閉じられている
、ステムと、
を含むことを特徴とするサンプル容器のためのサンプリング弁。
【請求項５８】
　前記ステムは、複数のサンプリング付属品を受け入れることが可能な、迅速に接続を切
るコネクタを含むことを特徴とする請求項５７に記載のサンプリング弁。
【請求項５９】
　前記サンプリング付属品は、配管コネクタ、隔壁部保持具、または、較正された空気力
学的な抵抗を含む入口部を含むことを特徴とする請求項５８に記載のサンプリング弁。
【請求項６０】
　前記入口部は、１５分、３０分、１時間、２時間、４時間、８時間、または２４時間か
ら選択された時間で、前記サンプリングバッグを少なくとも部分的に満たすように較正さ
れることを特徴とする請求項５９に記載のサンプリング弁。
【請求項６１】
　多位置弁を含み、前記多位置弁は、少なくとも２つの入口部および三位置弁を含むこと
を特徴とするサンプリング弁。
【請求項６２】
　前記入口部のそれぞれは、較正された空気力学的な抵抗の流路であることを特徴とする
請求項６１に記載のサンプリング弁。
【請求項６３】
　前記入口部のそれぞれは、同一の条件において異なる流量となるように較正されている
ことを特徴とする請求項６２に記載のサンプリング弁。
【請求項６４】
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　３つの交換可能な入口部を含み、前記入口部のそれぞれは、同一の条件において異なる
流量となるように較正されていることを特徴とする請求項６１に記載のサンプリング弁。
【請求項６５】
　前記弁を前記入口部のうちの１つに選択的に開くための、または、前記弁を閉じるため
のタレットを含むことを特徴とする請求項６１に記載のサンプリング弁。
【請求項６６】
　前記サンプリング弁は、第２の弁を含み、前記第２の弁は、２つの位置を有するオン／
オフ弁であり、１つの位置は前記弁を開き、第２の位置は前記弁を閉じることを特徴とす
る請求項６１に記載のサンプリング弁。
【請求項６７】
　前記第２の弁が、基部およびステムを含み、前記ステムの長手方向軸線が前記基部の長
手方向軸線と平行の方向に向けられているとき、前記第２の弁は開かれており、前記ステ
ムの前記長手方向軸線が前記基部の前記長手方向軸線に垂直の方向に向けられているとき
、前記弁は閉じられていることを特徴とする請求項６６に記載のサンプリング弁。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本特許出願は、参照によりその全体が組み込まれている、２０１０年２月２６日に出願
した米国仮特許出願第６１／３０８，５０２号の米国特許法第１１９条に基づく優先権を
主張するものである。
【０００２】
　本発明は、流体のための容器に関する。特定の実施形態では、容器は柔軟壁部を含むこ
とが可能であり、柔軟壁部は、金属合金を含む。
【背景技術】
【０００３】
　それに限定されないが、ボトルおよびキャニスタなどの固定容積を有する容器、または
、それに限定されないが、柔軟壁バッグなどの可変容積を有する容器は、実験室で使用す
るための気体の混合物を準備するために、または、気体もしくは液体のサンプリングのた
めに使用されている。
【０００４】
　そのような容器は、環境におけるまたはプロセス装置における気体の濃度を決定するた
めに、産業衛生および安全なサンプリングにおいて使用されることが可能である。正確性
および信頼性を確実にするために、サンプリングのための、ならびに／または、気体およ
び液体物質のための容器が、特定の使用に対して特化されてきた。容器は、実質的に気体
不透過性（少なくとも目標化合物に対して）であり、強く、弾力性があり、実質的に不活
性な内側壁部を有することが可能であり、したがって、いくつかの適用例では、流体混合
物またはサンプルは、サンプリングまたは準備された混合物の成分に重大な変化を生じる
ことなく長期間貯蔵されることが可能である。
【０００５】
　固定容積のキャニスタは、例えば、ステンレス鋼合金などの金属で作製された壁部を有
することが可能である。壁部の内部表面は、ば、化学的に研磨および不動態化されること
によって、化合物の吸着または内容物の汚染を低減するために追加的に処理されることが
可能である。固定容積の容器の不利な点には、高価格、比較的大きな重量、かさ高性、お
よび高い輸送費が含まれる。固定容積の容器の別の不利な点は、それらに必要とされるメ
ンテナンスおよび特殊な準備手順に起因し、準備手順には、使用の前に希ガスを使用して
パージすること、加熱すること、および、次に、先の流体を排出するために強力な実験室
ポンプを使用して非常に低い圧力へ吸引することを含む。
【０００６】
　また、固定容積の容器を使用して、サンプルを扱うことも難しい。固定容積の容器から
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サンプルを除去することは、結果として、圧力の減少を生じ、または、いくつかのケース
では、キャニスタの内側に部分的な真空を生じる。ある適用例では、除去されたサンプル
の埋め合わせをするために、追加のキャリア流体（carrier fluid）が加えられなければ
ならず、サンプルの濃度は、正確な将来の使用のために再計算されなければならない。
【０００７】
　固定容積の容器の中において真空下で貯蔵された気体混合物は、産業量に関して、標準
的な流体混合物を作るために使用される。標準的な流体混合物は、一般的に、キャリア流
体の中の１つ（または複数）の成分の同等に高い濃度を含む。較正分析装置において、実
験室での使用のために、例えば、そのような標準物質は、特定の適用例にとって適切な濃
度を得るために、追加的なキャリア流体で希釈されることが可能である。
【０００８】
　固定容積の容器の不利な点に起因して、輸送、保存、および、実験室での使用または産
業衛生での使用のための混合物の収容のために、最も広く使用されている容器は、柔軟壁
部を含む容器である。一般的に、柔軟壁部は、不活性で低透過性の材料からできている。
壁部は、含有された成分および／または目標の成分のために壁部の上に低い収着性を有す
るべきである。例えば、サンプリングバッグなどの、柔軟で低透過性で低吸着性の壁部を
備えた容器は、流体サンプリング、空気サンプリング、および液体サンプリングのために
広く使用されている。サンプリングバッグは、一般的に、例えばＫｙｎａｒ（登録商標）
（ヘキサフルオロプロピレン－ポリフッ化ビニリデン）およびＴｅｄｌａｒ（登録商標）
（ポリフッ化ビニル重合体）などの材料を含む壁部を有する。
【０００９】
　任意のそのような容器をサンプルまたは混合物で満たすために、いくつかの準備が必要
とされる。バッグは、先の内容物の任意の残留物の脱着のために、パージ（purge）され
て次いでフラッシュ（flush）されなければならず、それらの容積は、できる限り小さく
、好ましくは実質的にゼロに低減されるべきである。任意の吸着残留物または残っている
内容物は、将来の流体混合物またはサンプリングされた流体に影響を与え、または、それ
らを汚染する可能性がある。
【００１０】
　サンプリングバッグを作るために使用されるプラスチック材料は、低いけれども測定可
能な程度の透過性を有し、製造者は、通常、異なる壁部の成分のサンプリングバッグの透
過性を含むデータを公開している。透過性データは、特定の期間にわたる、異なる流体、
混合物、および気体サンプルに関して提供され、そして、実験的に決定されることが可能
である。サンプリングバッグにおいて起こる少なくとも２つのプロセスがあり、そのプロ
セスは、流体がバッグの内側の壁部に接触するとき、成分の濃度に影響を与え、サンプリ
ングバッグの壁部の上での収着、および壁部を通しての拡散を含む。いくらかの低い濃度
のサンプルのために、低い収着性の要求にもかかわらず、サンプリングされた材料の回収
は、バッグが充填された直後であっても、サンプリングされた成分に関して８５％～９０
％だけである可能性がある。これらの損失は、主に、壁部の上の吸収、およびプラスチッ
クの壁部を通しての透過性に起因する。壁部は洗浄されまたは新しくされることが可能で
あるが、使用可能な収着場所の一部は、バッグの壁部の上で依然として活動的である。
【００１１】
　気体透過性による損失を制御するために、サンプリングされる異なる物質に対して、異
なる材料が使用される。テフロン（登録商標）および他のフッ素化プラスチックのような
材料でさえ、いくらかの測定可能な気体透過性を有する。
【００１２】
　透過性は、異なる材料の層を含む壁部を備えたサンプリングバッグを使用することによ
って低減されることが可能である。いくつかの多層のサンプリングバッグは、ポリオレフ
ィン層およびポリエステル層の間に挟まれたアルミホイルを含む。そのようなバッグは、
特定の目標成分に対して、かなり減少したが依然として測定可能な程度の透過性を示す。
良好な多層の組立体および接着を実現するために、特定の層は、ポリエチレンなどの低融
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点ポリマーを含むことが可能である。しかし、ポリエチレンは、サンプリングされた量を
汚染する低い濃度の残留モノマーを出す可能性がある。サンプリング産業は、サンプルの
時間的安定性の欠如、およびサンプリングバッグの中のサンプルの汚染を受け入れて補正
する。何故なら、サンプリングバッグの使用は、より安定した固定容積の容器でのサンプ
リングと比較して、何倍もより容易で、かつより安価であるからである。柔軟壁部のサン
プリングバッグを備えた全てのサンプリングは、現在、サンプリングポンプを使用して実
施される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　サンプリングバッグの全ての利便性と、硬い壁部のキャニスタを使用したサンプリング
の安定性とを有するサンプリング容器に対する要求がある。
【００１４】
　また、機械的なポンプを使用することなく、操作者による直接グラブサンプリングを可
能にするサンプリング容器に対する要求がある。
【００１５】
　さらに、短期間または長期間にわたるセルフサンプリングを可能にする、便利な容器に
対する要求がある。
【００１６】
　さらに、例えば、片手などで容易に操作可能であり、オン／オフ機能だけを有するので
はなく、一連の空気力学的な抵抗を通して流体サンプルをバッグの中へ吸い込むための異
なるノズルなど、異なるサンプリングモードへ迅速に切り替えることを可能にし、バッグ
の内容物から直接または弁上の隔壁部を介してサンプリングすることを可能にし、バッグ
の内容物を他の流体分析システムへ迅速に流体連通することを可能にする、多機能サンプ
リング取付具、すなわち、サンプリングヘッドに対する要求がある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、柔軟壁部を備えた容器の実施形態、および、そのような容器を形成する方法
に関する。実施形態は、少なくとも１つの柔軟壁部を含むサンプリングバッグを含み、柔
軟壁部は、金属合金を含む少なくとも１つの層を含む。実施形態は、さらに入口部を含む
。入口部は、オン／オフ弁、流量制御弁、配管、隔壁部、配管コネクタ、流量制限器、ポ
ンプに接続された配管、または、サンプルを獲得するために、もしくは流体を送達するた
めに望まれる他のデバイスのうちの少なくとも１つを含むことが可能である。弁の実施形
態は、迅速に接続を切るコネクタ（quick disconnect connector）、および／または、同
一の流量条件において異なる流量特性を生じる形状を付けられたオリフィスを含む複数の
入口部を含むことが可能である。迅速に接続を切るコネクタは、様々な異なる付属品を弁
へ取り付けるために使用されることが可能である。
【００１８】
　柔軟壁部は、金属合金シートを含む少なくとも１つの層を含むことが可能である。いく
つかの実施形態では、柔軟壁部は、金属合金シートからなることが可能である。他の実施
形態では、柔軟壁部は、本質的に、金属合金シートからなることが可能である。柔軟壁部
を備えたサンプリングバッグまたは容器の他の実施形態は、追加の層または他のコンポー
ネントを有することが可能である。
【００１９】
　容器およびサンプリングバッグの実施形態は、サンプリングバッグの実質的に内側表面
全体を形成する金属合金シートを含む。そのような実施形態では、それに限定されないが
、バッグの周辺部の周り、または、壁部の任意の入口部もしくは他の開口部の周りのシー
ル材料などの他の材料が、内側表面の上にある。
【００２０】
　より具体的な実施形態では、サンプリングバッグは、サンプリングバッグを形成するた
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めに接合された２つの柔軟壁部を含む。柔軟壁部は、サンプリングバッグを形成するため
に、内側容積の周辺部において密閉シールされることが可能である。
【００２１】
　十分な柔軟性、およびサンプリングされた気体に対する不透過性を提供する、任意の金
属合金シートが使用されることが可能である。例えば、金属合金シートは、折り畳みを容
易にするために、１０μｍ～１００μｍの範囲内、または２５μｍ～５０μｍの範囲内の
厚さを有することが可能である。
【００２２】
　また、本発明の実施形態は、容器またはサンプリングバッグを形成する方法にも関する
。サンプリングバッグを形成する方法の実施形態は、サンプリングバッグを形成するため
に耐腐食性の金属合金シートの少なくとも２つのシートの周辺部をシールするステップと
、２つのシートの間の空間にアクセスするために入口部を提供するステップとを含む。シ
ートは、例えば、それに限定されないが、２つのシートを溶接すること、２つのシートを
レーザー溶接すること、２つのシートを接着すること、ガスケットを使用してシートを折
り畳んで丸めることなどを含む任意の方法によってシールされることが可能である。シー
ルした後、シートの周辺部は、継ぎ目部を含むことが可能であり、継ぎ目部は、０．５ｍ
ｍ～１．５ｍｍの幅であることが可能である。
【００２３】
　シールされたシートの間の空間への入口部は、金属合金シートのうちの少なくとも１つ
に開口部を形成することによって提供されることが可能である。開口部は、例えば、開口
部を穴開けすることによって、開口部を切り取ることによって、または、開口部をレーザ
ー切断することによって形成されることが可能である。サンプルバッグを形成する方法は
、開口部の中に弁を搭載するステップをさらに含むことが可能である。開口部は、ガスケ
ットを使用して弁を搭載することによってシールされることが可能である。
【００２４】
　サンプリングバッグを形成する方法の実施形態は、２つのシートの間の空間を不動態化
するステップをさらに含むことが可能である。２つのシートの間の空間を不動態化するス
テップは、サンプリングバッグに酸を加えるステップを含むことが可能である。酸は、例
えば、硝酸またはクエン酸であることが可能であり、金属合金の表面を不動態化するため
に効果的な任意の濃度において、それに限定されないが、酸の濃度は、３％～５％の範囲
である。不動態化の後、バッグの内部が乾燥させられることが可能である。バッグの内部
を乾燥するステップは、例えば、開口部を通してバッグの内部に真空を適用している間、
６０℃を超える温度までバッグを加熱するステップを含む。また、他の乾燥方法も、使用
されることが可能である。周辺部をシールする前に、シートのそれぞれの少なくとも１つ
の内側表面を化学的に不動態化することが、酸を使用して実施されることが可能である。
【００２５】
　本発明の他の実施形態は、迅速に開くサンプリング弁を備えたサンプリングバッグを含
む。弁は、基部と、コネクタを含むステムであって、ステムの長手方向軸線が基部の長手
方向軸線と平行の方向に向けられているとき、弁は開かれており、ステムの長手方向軸線
が基部の長手方向軸線に垂直の方向に向けられているとき、弁は閉じられている、ステム
とを含むことが可能である。サンプリング弁は、複数のサンプリング付属品を受け入れる
ことが可能な、迅速に接続を切るコネクタをさらに含むことが可能である。サンプリング
付属品は、例えば、それに限定されないが、配管コネクタ、隔壁部保持具、または、較正
された空気力学的な抵抗を含む入口部を含むことが可能である。較正された空気力学的な
抵抗を含む入口部は、サンプリングされる環境との典型的なサンプリングバッグの差圧に
基づいて、１５分、３０分、１時間、２時間、４時間、８時間、または２４時間から選択
された時間で、サンプリングバッグを少なくとも部分的に充填するように較正されること
が可能である。
【００２６】
　サンプリング弁の他の実施形態は、多位置弁を含むことが可能であり、多位置弁は、少
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なくとも２つの入口部および三位置弁を含む。入口部のそれぞれは、異なる較正された空
気力学的な抵抗の流路を含むことが可能であり、入口部のそれぞれは、同一の条件におい
て異なる流量となるように較正されている。
【００２７】
　多位置サンプリング弁のさらなる実施形態は、３つの選択可能な入口部を含むことが可
能であり、入口部のそれぞれは、同一の条件において異なる流量となるように較正されて
いる。例えば、多位置弁の実施形態は、弁を入口部のうちの１つに選択的に開くための、
または、弁を閉じるための回転可能なタレットを含むことが可能である。タレットは、第
２の弁と組み合わせられることが可能であり、第２の弁は、２つの位置を有するオン／オ
フ弁であり、１つの位置が弁を開き、第２の位置が弁を閉じ、第２の弁が、基部およびス
テムを含み、ステムの長手方向軸線が基部の長手方向軸線と平行の方向に向けられている
とき、第２の弁は開かれており、ステムの長手方向軸線が基部の長手方向軸線に垂直の方
向に向けられているとき、弁は閉じられている。
【００２８】
　一般的に非常に硬いが破壊されやすい（低温脆性）と考えられるいくつかの材料は、他
の方法によって、薄い層またはシートに製造されることが可能であり、したがって、柔軟
になり適合される。例えば、ＳＳＴ３０４、ＳＳＴ３０９、ＳＳＴ３１６、ＳＳＴ３１６
Ｌ、ＳＳＴ３２１、低炭素ステンレス鋼、および、ニチノールとして知られるニッケル－
チタン合金などのいくつかのステンレス鋼合金は、薄くていくらか柔軟なシートで利用可
能となった。本発明のサンプリングバッグの実施形態は、柔軟なステンレス鋼の合金シー
トを含む壁部を含むことが可能である。サンプリングバッグのさらなる実施形態は、柔軟
なニッケルシートまたはチタンの薄いシートを含むことが可能である。
【００２９】
　本発明は、サンプリングバッグの壁部のための、薄いシートのステンレス鋼または他の
高い耐腐食性合金の使用に関する。さらなる実施形態は、異なる要求（異なる気体および
混合物をサンプリングすること）のために内部表面および外部表面を含んで処理している
壁部を備えた、そのようなサンプリングバッグをシールする方法に関する。ステンレス鋼
またはそのような合金からできたバッグは、長持ちし、容易にクリーニング可能であり、
上昇した温度において任意の可能性のある残留物からパージされることが可能である。ス
テンレス鋼またはそのような合金からできたバッグは、キャニスタの代替品としてかなり
安価であり、プラスチックのサンプリングバッグの代替品としてかなり良好であることが
可能であり、すでに述べられたその両方の本来的な不利な点を回避している。一方で、そ
のような技術品の多くの技術的制限によってもたらされる、薄いシートの金属からサンプ
リングバッグを製造する経験またはヒントはない。
【００３０】
　また、本発明は、手をサイドパネルに係合させて使用することによって、および／また
は、サンプリングされた流体を内側に推進させる、外気圧より低い圧力を作り出すために
バッグを開く態様からなるばねによって、ポンプなしでサンプリングを可能にするサンプ
リングバッグの設計をもたらすことに関する。
【００３１】
　また、本発明は、オン／オフ機能を可能にする、入口部／出口部のエンクロージャ、短
期間および／または長期間のサンプリングのための流路、およびサンプル引き出しのため
の隔壁部を含むサンプリングバッグにも関する。
【００３２】
　金属合金を含むサンプリングバッグの実施形態の他の観点および特徴は、本発明の具体
的で例示的な実施形態の以下の明細書を図面と合わせて再検討すれば、当業者に明らかに
なるであろう。特定の実施形態および図面に関連して、特徴が説明される可能性があるが
、全ての実施形態は、本明細書で説明された特徴のうちの１つまたは複数を含むことが可
能である。１つまたは複数の特定の実施形態は、特定の有利な特徴を有するものとして、
本明細書で説明される可能性があるが、そのような特徴のそれぞれは、本明細書で説明さ
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れる本発明の様々な他の実施形態に組み込まれることが可能である（そのような組み込み
が、その他の特徴と両立しないというような範囲は除く）。同様に、例示の実施形態が、
システムまたは方法の実施形態として、以下に説明される可能性があるが、そのような例
示の実施形態は、様々なシステムおよび方法において実施されることが可能であるという
ことが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】金属合金の薄いシートの層を含む２つの柔軟壁部を有するサンプリングバッグの
実施形態を示している。図１ａは実質的に内部容積がない、平らになった状態のサンプリ
ングバッグを示す図である。図１ｂは満たされたまたは充填された状態のサンプリングバ
ッグを示す図である。
【図２】側壁部および継ぎ目部の断面図である。図２－ａは単一のシートの金属合金を含
む壁部を備え、周縁部なしで継ぎ目部を溶接された、サンプリングバッグの実施形態を示
す図である。図２－ｂは金属合金の単一のシートの壁部を含み、継ぎ目部がいくらかの突
出された材料と電気抵抗的に溶接された、サンプリングバッグの実施形態を示す図である
。図２－ｃはサンプリングバッグの一方の側が高温積層された金属合金シートを備え、プ
ラスチック－プラスチック間で熱シールされ、継ぎ目部の上に追加的なストリップを備え
ることを示す図である。図２－ｄは外側表面が熱積層され、金属合金シートが熱シールさ
れた、サンプリングバッグの実施形態を示す図である。図２－ｅは２つの側部が熱積層さ
れた金属合金シートであり、継ぎ目部の上において、内側にフッ化炭素材料を備え、外側
に追加材料を備えた、サンプリングバッグの実施形態を示す図である。図２－ｆは金属合
金シートの２つの側部が、２つのプラスチックシートを有し、熱継ぎ目部を備えることを
示す図である。図２－ｇは外側の積層された金属合金シートを含み、継ぎ目部に突出した
フッ化炭素ガスケットを備えた、サンプリングバッグの実施形態を示す図である。図２－
ｈは材料を重ね合わせ、一方のシートを別のシートの上に折り畳み、シール後に高温積層
することによって、金属－金属間の継ぎ目部を含む、サンプリングバッグの実施形態を示
す図である。
【図２Ｂ】図２Ｂ－ａおよび図２Ｂ－ｂを含み、サンプリングバッグの２つの実施形態の
断面図を示している。図２Ｂ－ａは２つ（または２つ以上）の流体的に相互接続されたチ
ャンバを含む設計を示す図である。図２Ｂ－ｂはバッグが空のとき、両方の壁部の表面が
正確に一致して係合される、同心円の波形を有する壁部を含むバッグを示す図である。
【図３】サイドパネルを備えた金属合金のシートを含む壁部を含み、サイドパネルが、格
納可能なハンドルを備えた硬いパネルを含み、バッグの周辺部に重ね合わせられており、
柔らかいハンドルを備えた部分的なパネルを含む、サンプリングバッグの実施形態を示し
ている。図３－ａはハンドルを備えたバッグの斜視図である。図３－ｂはハンドルが係合
された斜視図である。
【図４】は、金属合金のシートを有する壁部を含み、バッグが、サイドパネルと、ストリ
ップ形状のハンドルとを備えている、サンプリングバッグの実施形態を示している。図４
－ａはハンドルが係合されており、初期の位置を示す図である。図４－ｂはハンドルが引
き出され、サンプリングバッグが満たされていることを示す図である。
【図５】は、サンプルで満たされ、入口部２７が閉じられ、郵送または分析の準備ができ
ている、サンプリングバッグの斜視図である。図５－ａは重ね合わせられているパネルと
、予め切り込みを入れられたハンドルとを備えたサンプリングバッグを示す図である。図
５－ｂは小さいパネル（壁部のサイズよりも小さい）と柔らかいハンドルとを備えたサン
プリングバッグを示す図である。
【図６】壁部が金属合金（金属合金バッグ）の柔軟シートを含み、サイドパネルがセルフ
サンプリングのためにばねによって外側に押されており、サンプリングヘッドが、空気力
学的な抵抗か隔壁部のいずれかを備えた選択可能な入口部を有する、サンプリングバッグ
の斜視図である。
【図７】基本的な多機能サンプリングヘッドが、オン／オフ機能とサンプリング付属品を
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有しており、サンプリング付属品は、選択可能な空気力学的な抵抗を備えたサンプリング
配管と；隔壁部と；回転可能であり流体的に相互接続されたタレットに搭載された、選択
可能な空気力学的な抵抗を含むことが可能であり、較正された毛細管が、回転するタレッ
トに搭載されることによって、サンプリングの準備ができている、サンプリング弁を示す
図である。
【図８Ａ】ステムを、オフの位置へ９０°回転させ、そして、開の位置へ９０°戻すこと
によって、開けられることが可能であり、タレットの上の毛細管が、流体的に接続が切ら
れており、クイックコネクションソケットが、半硬質配管に接続されている、サンプリン
グヘッドまたはサンプリング弁の実施形態を示す図である。
【図８Ｂ】「オフ」の位置へ９０°回転されており、タレットの上の毛細管が、流体的に
接続が切られており、有刺配管コネクタが、クイックコネクションソケットの中に挿入さ
れている、サンプリングヘッドまたはサンプリング弁の実施形態を示す図である。
【図９】迅速に接続を切るカップリングを含み、迅速に接続を切るカップリングは、フロ
ーノズルに取り付けられており、サンプリング時間をカスタマイズするために較正された
空気力学的な抵抗を含む、サンプリングバッグの実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明は、柔軟壁部を備えた容器およびサンプリングバッグの改良に関する。本発明は
、実験室水準を保つためのサンプリングバッグ、産業衛生サンプリングためのサンプリン
グバッグ、または、他の気体もしくは液体ためのサンプリングバッグに関する。一実施形
態では、サンプリングバッグは、少なくとも１つの柔軟壁部を含む。柔軟壁部を備えたサ
ンプリングバッグは、サンプリングバッグの内部容積を増加または減少させるために膨張
または収縮されることが可能である。サンプリングバッグの実施形態は、金属合金を含む
少なくとも１つの層を備えた少なくとも１つの柔軟壁部を含む。ある実施形態では、金属
合金は、サンプリングバッグの壁部の内側層の上の、金属合金の薄いシートである。金属
合金を含む層は、金属合金シートであることが可能である。
【００３５】
　図１ａおよび図１ｂに示されているように、サンプリングバッグの典型的な実施形態は
、２つの柔軟壁部を含み、それぞれの柔軟壁部は少なくとも１つの金属合金シートの層を
含むであろう。サンプリングバッグの実施形態は、少なくとも１つの柔軟壁部および入口
部を含むエンクロージャを含み、柔軟壁部は、少なくとも１つの金属合金シートの層を含
む。プラスチック壁部を備えたサンプリングバッグと同様に、金属合金を含む柔軟壁部は
、サンプリングバッグが変化可能な容積を有することを可能にし、金属合金を含むまたは
金属合金からなる層は、固定容積の金属容器の低透過性および低吸収性をサンプリングバ
ッグに提供する。サンプリングバッグの実施形態は、２つの柔軟壁部を含むまたは２つの
柔軟壁部からなることが可能であり、それぞれの柔軟壁部は、金属合金シートを含むまた
は金属合金シートからなる少なくとも１つの層を含む。そのような実施形態では、２つの
柔軟壁部は、直接的または間接的に一緒に接合され、サンプリングバッグを形成すること
が可能である。そのような実施形態では、サンプリングバッグの両側は、サンプリングバ
ッグの容積を増加させるために拡張されて、次いで、圧縮されて、容積を低減して実質的
にゼロへ戻し、拡張されたサンプリングバッグの中の気体のかなりの部分を排出すること
が可能である。このような態様で、サンプリングバッグは、容易にパージされ、使用のた
めの準備が可能である。
【００３６】
　金属合金シートは、柔軟壁部の層を形成するために使用されることが可能である。金属
合金シートは、それに限定されないが、長方形、正方形、楕円形、円筒形、アコーディオ
ン形状もしくは他の折り畳まれた形状などの、折り畳まれた形状、または形状の組み合わ
せを含む任意の形状であることが可能である。その形状は、サンプリングバッグを最小容
積へ圧縮し、したがって、サンプリングバッグの先の使用の残留サンプルのかなりの部分
を排出することに、より貢献することが可能であるので、いくつかの形状は、特定の適用
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例に対し、より有利であることが可能である。金属合金壁部を含む層は、平坦であるか、
波形が付いているか、溝付きであるか、折り畳まれているか、または、そうでなければ、
膨張および収縮を促進するように構成されていることが可能である。
【００３７】
　金属合金シートの層は、特定の適用例に対して望まれる特性を有する任意の所望の厚さ
であることが可能である。これらの特性には、強度、柔軟性、透過性、弾力性、および他
の所望の特性が含まれる。いくつかの実施形態では、金属合金の層は、１μｍ～１００μ
ｍの範囲内の厚さを有することが可能である。他の実施形態では、金属合金の層は、２０
μｍ～６０μｍ、または２５μｍ～５０μｍの範囲内の厚さを有することが可能である。
所望であれば、柔軟壁部は、所望の特性の組み合わせを提供する同一または異なる厚さの
、１つより多くの金属合金シートを含むことが可能である。
【００３８】
　本明細書で使用されているように、「金属合金」は、純金属、または異なる金属の組み
合わせを含む任意の金属であることが可能である。金属合金は、強度、柔軟性、弾力性、
透過性、および吸収性の所望の特性を有する任意の金属合金であることが可能である。い
くつかの実施形態では、金属合金は、それに限定されないが、例えば、ＳＳＴ３０４、Ｓ
ＳＴ３０９、ＳＳＴ３１６、ＳＳＴ３１６Ｌ、ＳＳＴ３２１、低炭素ステンレス鋼、ニチ
ノール、ニッケル、またはチタンなどのステンレス鋼合金であることが可能である。また
、所望の特性を備えた他の金属合金も、本発明の実施形態において使用されることが可能
である。例えば、柔軟壁部の層は、本質的に、ステンレス鋼の平坦なシート、またはステ
ンレス鋼の波形のシートからなることが可能である。サンプリングバッグが、少なくとも
１回、膨張および収縮される可能性があれば、金属合金シートの特性は十分である。
【００３９】
　さらに、サンプリングバッグは、パネルを含むことが可能であり、パネルは、同じ発明
者によって２０１１年２月１６日に出願された「Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｆｌｕｉｄ　Ｓ
ａｍｐｌｉｎｇ」および「Ｃｏｎｔａｉｎｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｆｌｕｉｄｓ　ｗｉｔｈ　Ｃ
ｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ａｇｉｌｅ　Ｗａｌｌｓ」という発明の名称の継続中の特許出願に記
載されているように、柔軟壁部に付着されているか、取り付けられているか、または、そ
うでなければ接続されている。サンプリングバッグの比較的使用しやすい実施形態は、２
つの柔軟壁部を含むことが可能であり、それぞれの壁部は、壁部の外表面に取り付けられ
たパネルを含んでいる。壁部に付着されて、サンプリングバッグを膨張させるために引っ
張られ、または、サンプリングバッグを収縮させるために圧縮されることが可能な任意の
材料を、パネルは含むことが可能である。例えば、パネルは、例えば、板紙、段ボール紙
、または段ボール板から選択された材料を含むことが可能である。パネルを互いに離す方
向または向かわせる方向に付勢し、サンプリングバッグを最初の形状にすることができる
ばねを、サンプリングバッグはさらに含むことが可能である。
【００４０】
　図１ａおよび図１ｂに示されているように、金属合金壁部１２を備えたサンプリングバ
ッグ１０の実施形態は、実質的に長方形の形状をしている。図示されているように、バッ
グの角部は、角部の液体残留物を避けるために、丸い形にされるか、または面取りされる
ことが可能である。長方形サンプリングバッグの特定の実施形態について、継ぎ目部は、
周辺部に可能な限り近づけられ、過剰な材料の量を制限するべきである。継ぎ目部を越え
る過剰な材料は、サンプリングバッグが充填されたとき、（いくつかの適用例において）
望ましくないバッグの硬さ、柔軟性の低減、または応力の発生の原因となる可能性がある
。同じサイズの壁部シートにプラスチック壁部を有する同じサイズのサンプリングバッグ
と比較して、金属合金壁部を含むサンプリングバッグ１０の実施形態は、わずかに少ない
容量を有する可能性がある。サンプリングバッグの膨張容積を調整するために、金属合金
壁部のサイズを増加または減少させることが可能である。
【００４１】
　他のサンプリングバッグのように、過剰な側部材料および、サンプリングバッグの過剰
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な膨張は、側壁部のしわをもたらす可能性がある。しわは、継ぎ目部の局所点（応力点）
に引張力を作り出し、バッグの損耗を早める可能性がある。プラスチックバッグと比較し
て、金属合金を含む柔軟壁部を含むサンプリングバッグの１つの利点は、金属合金シート
が、実質的に壁部の透過性を有さず、サンプルを長時間貯蔵することができるということ
である。例えば、任意のプラスチックのサンプリングバッグよりも、サンプルは、数倍長
く貯蔵されることが可能である。金属合金からできたバッグは、プラスチックの壁部のサ
ンプリングバッグのよりも、数十倍長持ちすることが可能であり、非常に優れた全体性能
に貢献する。そのバッグは、硬い壁部のキャニスタと比較して、その重量、サイズ、小さ
な容積、楽な使用、および少ない郵送料によって、利点を有する。金属合金壁部を備えた
サンプリングバッグの実施形態は、プラスチックのサンプリングバッグの利点と、固定容
積の金属容器の利点とを不利益なく組み合わせる。
【００４２】
　さらなる実施形態は、サンプリングバッグを形成する方法を含むことが可能である。サ
ンプリングバッグを形成する方法の実施形態は、少なくとも１つの次のステップを含むこ
とが可能である。次のステップは、特定の順序で示されてはいない。サンプルバッグ１０
の壁部１２の薄い金属合金シートは、様々な方法によってシールされることが可能である
。サンプリングバッグの金属合金壁部は、特に壁部の内側を、化学的に研磨されることが
可能である。例えば、陽イオン界面活性剤およびフェリシアン化物錯体の存在下で、６時
間～１２時間、３５℃～５０℃で、塩酸、硝酸、およびヒドロキシ安息香酸を混合するこ
とに基づいた試薬を用いて壁部を処理するなどの任意の既知の方法で、化学的研磨は実施
されることが可能である。
【００４３】
　さらなるステップは、柔軟壁部の内側の化学的不動態化であることが可能である。化学
的不動態化は、少なくとも内側壁部を３％クエン酸に５０℃で２時間接触させることによ
って実施されることが可能である。
【００４４】
　さらに、別のステップは、金属合金シートのシートを切り取ることを含むことが可能で
ある。例えば、ある方法は、壁部のために、同じサイズにされた２つの薄い金属合金の長
方形の断片を切り取ることを含むことが可能である。これらのステップの組み合わせは、
金属合金の内側表面に、非常に滑らかで薄く化学的に安定した層を形成するために使用さ
れることが可能である。可能性のある追加のステップには、金属合金シートのうちの少な
くとも１つに開口部を切り取ることが含まれる。例えば、金属合金シートのうちの１つは
、適切なサンプリングヘッド取付具２７または他のサンプリング弁もしくは隔壁部の基部
を収容することができる寸法を備えた開口部を形成するために穴を開けられることが可能
である。取付具２７の基部は、例えば、ガスケット１１を使用することによって気密性を
確保するために開口部にしっかりと搭載されることが可能である。基部は、接着剤を使用
して永久に設置されることが可能である。さらなる追加のステップは、例えば、取付具２
７が搭載された、金属合金の１つのシートを、もう一方の壁部に重なり合うように切り取
ることを含むことが可能である。次いで、両方のシートは、例えば、周辺部の周りの継ぎ
目部に、接着剤、ガスケット、機械的な締め付け、レーザー溶接、電気抵抗溶接などを使
用することによって、または他のシール方法によって、またはシール方法の組み合わせに
よって、一緒にシールされることが可能である。溶接プロセスによって製造されたサンプ
リングバッグの縁部の継ぎ目部は、例えば、０．５ｍｍ～１．５ｍｍの幅であることが可
能である。
【００４５】
　取付具２７は、サンプリングバッグから取り外し可能であることが望ましい可能性があ
る。例えば、取付具２７は、サンプリングバッグの内側空間へのアクセスを提供する、取
り外し可能な上部部分を含むことが可能である。サンプリングバッグを製造するための可
能性のある追加のステップは、バッグが形成された後に、取付具２７を取り外すことによ
って、そして不動態化の化学物質を加えることによって、継ぎ目部の内側領域を不動態化
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することであることが可能である。レーザー溶接、電気抵抗溶接、または他の熱に関連す
るシール技術によって、結果的に、壁部に着色酸化物（colored oxides）が形成される可
能性がある。洗浄または不動態化は、硝酸溶液またはクエン酸溶液を使用して、酸性溶液
を加えることによって、または、不動態化の手順にしたがって必要な時間、溶液で上部ま
でバッグを十分に満たすことによって、実施されることが可能である。例えば、不動態化
は、３％～１０％の酸性溶液を金属合金に２時間を超えて接触させることによって実施さ
れることが可能である。不動態化の時間は、シールプロセスまたは他のプロセスの間の継
ぎ目部の酸化の程度を含む、複数の要因に依存する可能性がある。継ぎ目部の不動態化の
後、残留物を除去するためにバッグを乾燥することが可能である。サンプリングバッグの
内部空間の乾燥は、従来の手段によって実施されることが可能であり、バッグを真空オー
ブンの中で１００℃まで温度を上昇させて加熱することなどによって、または他の手段に
よって実施される。取付具２７の上部部分は、もし、それが取り外されているか、または
任意の前のステップにおいてまだ設置されていなければ、交換されることが可能である。
【００４６】
　さらに、サンプリングバッグは、漏れの試験をされることが可能である。漏れは、継ぎ
目部およびガスケット１１の周りに存在する可能性がある。漏れ試験は、それに限定され
ないが、気泡試験方法（ｆｏａｍ－ｂｕｂｂｌｅ　ｍｅｔｈｏｄ）または圧力試験などの
任意の既知の方法によって実施されることが可能である。ある実施形態では、サンプリン
グ入口部２７は、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、Ｄｅｌｒｉｎ（登録商標）（アセタール）、ＰＴＦ
Ｅ　ｆｉｌｌｅｄ　Ｄｅｌｒｉｎ－ＡＦ（登録商標）のようなフッ化炭素などの、高温で
安定する材料から、または、チタン鋼もしくはステンレス鋼などの金属合金から製造され
ることが可能である。サンプリングバッグの内側容積に露出される全てのコンポーネント
は、同じ材料から、または、透過性、成分特性、および／または吸収特性など、同様の特
性を有する材料から作製されることが可能である。例えば、もし、バッグ組立体１０が、
約２００℃の高温の純窒素または清浄空気を使用して乾燥またはパージされるとしても、
サンプリングバッグの金属弁は悪影響を受けないであろう。使用後にレーザーシールされ
たバッグをパージおよび吸引するために同様の温度が適用されることが可能である。
【００４７】
　図２－ａには、サンプリングバッグの実施形態における継ぎ目部の断面図が示されてい
る。金属合金シート壁部１２のみからできたサンプリングバッグ１０は、角部を含む鋭利
な縁部、および壁部の継ぎ目部に沿った鋭利な縁部を有する可能性がある。したがって、
安全性を確保するために、またはその他の理由のために、壁部の材料は、プラスチック層
または部分的な層により外側を積層されることが可能である。プラスチック材料は、電荷
消散特性を有することが可能である。このプロセスは、シリコン接着積層体を使用する低
温積層（cold lamination）、または適切な材料を使用する高温積層（hot lamination）
を含むことが可能である。ある実施形態では、積層材料は、同等に高い熱安定性を有し、
それによって、高い沸点を有するいくらかの揮発性有機化合物（ＶＯＣ）から内側容積を
パージする場合に、比較的高温に耐えることが可能であり、例えば、プラスチック材料は
１００℃以上で熱的に安定であるというようになっている。
【００４８】
　低温積層を有する実施形態では、もし、高い沸点のＶＯＣのサンプリングが予期されな
いならば、強力アクリル接着剤を備えた薄いビニールなどの材料が、使用されることが可
能である。より好ましいのは、シリコンベースの接着剤とともに積層された１ミル～４ミ
ル（０．０２５４ｍｍ～０．１０１６ｍｍ）の薄さのシートのようなフッ化炭素である。
何故なら、このような態様に積層されたバッグは、他のプラスチックまたは接着剤ととも
に使用されるものが有する任意のシール特性を失うことなく、熱的に２００℃まで取り扱
われることが可能であるからである。フッ化炭素およびシリコン接着剤は、気体が放出さ
れない。このことは、それらがサンプリングされた流体を気体放出によって汚染しないと
いうように、別の重要な特徴である可能性がある。積層体は、金属合金シートを越えて６
ｍｍ～１２ｍｍ突出し、２つの表面の間の良好な接着を確保することが可能である。突出
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された周縁部は柔軟であるので、しわを形成する一因とはならないことが可能である。そ
のような継ぎ目部の断面が、図２－ｂに示されている。
【００４９】
　バッグを製造する別の仕方は、金属合金の薄いシートを予備的に洗浄および不動態化し
てから、次いで、１つの側または２つの側から積層することである。１つの側が積層され
ているときは、そのプロセスは異なる。もし、１つの側が積層されているならば、積層材
料は、それぞれの側から８ｍｍ～１５ｍｍ突出することが可能である。そのような実施形
態では、金属合金シートは、重なり合うべきである。そのことは、透明もしくは半透明の
積層材料を通して観察することによって、または機械的な手段によって容易に制御可能で
ある。
【００５０】
　サンプリングバッグを形成する方法に追加され得る追加のステップは、サンプルバッグ
の壁部の熱シーリングを含む。図２－ｄに示されているように、サンプリングバッグの実
施形態の内側は、金属合金シート１２を含むまたは金属合金シート１２からなることが可
能であり、外側は、プラスチック積層体１４であることが可能である。そのようなステッ
プでは、熱シーリング工具のあごは、金属合金材料の一部を重ね合わせ、プラスチックを
熱シールするために突き出ることが可能である。熱シーリングの後、継ぎ目部の断面は、
図２－ｃのように見える可能性がある。金属合金シートの直接シールがないそのような実
施形態では、完全に充填されたバッグの中の流体が、継ぎ目部のプラスチック材料の領域
に接触する可能性がある。外側積層体のプラスチック材料のサンプリングバッグの内側の
接触表面は、金属合金壁部の表面領域と比較して相対的に小さい。そのように、内側接触
部と外側環境との間の積層体を通した距離のために、積層体を通って流体成分が拡散する
ということは、非常に起こりにくい。図２－ｄに示されているように、そのような継ぎ目
部の厚さは、同じまたはより厚い材料のストリップを、継ぎ目部領域の壁部の縁部の上に
追加することによって、増加させられることが可能である。このタイプの継ぎ目部は、安
価であり、さらに、過度の圧力による損傷から継ぎ目部を支持する。
【００５１】
　攻撃的な硫黄を含有する化合物のサンプリングで使用される実施形態など、サンプリン
グバッグのさらなる実施形態では、バッグの継ぎ目部の内側も、フッ化炭素層１４によっ
て積層されることが可能である。いくつかの実施形態では、積層体が金属合金シート１２
の縁部を０．５ｍｍ～１ｍｍ越えて延在し、次いで、外部表面が他の手段１３によって熱
積層またはシールされるように、この積層１４が実施されることが可能である。そのよう
な継ぎ目部組立体の断面が、図２－ｅに示されている。いくつかの実施形態では、プラス
チック材料は、シートを越えて延在し、熱シールされる。金属合金壁部の内側に追加され
た層は、他のプラスチック材料を含むことも可能である。内側層は、サンプリングされた
成分に対して不活性であるが、いくらか透過させることが可能であり、そのような実施形
態では、金属合金壁部は、複合壁部に対して不透過性をもたらす。
【００５２】
　壁部１２の内側が上述のように積層されていないとき、（特別処理されていない）壁部
の縁部１８が露出されることを避けるために、フッ化炭素ガスケットのような、ガスケッ
トストリップが、図２－ｆに示されているように、継ぎ目部に導入されることが可能であ
る。シリコン接着剤を含む低温継ぎ目部を備えたフッ化炭素を含むバッグは、１８０℃～
２００℃までの温度に耐えることが可能である。他の実施形態は、特性を失うことなく、
８０℃まで加熱されることが可能である。例えばパージングおよび洗浄のために、または
高温気体サンプリングのために、バッグが加熱および吸引されるとき、これらの温度に達
する可能性がある。
【００５３】
　バッグを形成するために金属合金シートをシールする別の手段は、例えば、継ぎ目部２
１を形成するために金属合金シート１２を１回または２回折り畳むことによって、機械的
にバッグをシールすることである。折り畳む前に、シリコン接着剤が、折り畳まれる領域
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に導入されることが可能である。折り畳まれた継ぎ目部が、図２－ｈに示されており、そ
れは、金属合金の複数の層に起因して他のシール方法よりも硬くて柔軟性がない可能性が
ある。硬直であることによって、膨張時に、側方の継ぎ目部および壁部を横切るしわ、な
らびに角部の位置におけるいくらかの引張力が生じる可能性がある。これらの実施形態も
、追加の層１４を含むことが可能である。
【００５４】
　しわの端部に形成される応力点において材料疲労を生じさせる可能性がある、柔軟壁部
の深いしわを避けるために、すでに述べたように、金属合金バッグは、同じ外径を有する
プラスチックのものよりも小さい容積で満たされるべきである。図２Ｂ－ａに示されてい
るように、２つ以上の相互に連絡するチャンバを備えたバッグを有することは、深いしわ
を避けるために好ましい態様である。平らになったバッグでは、非常に近接しており、切
り離すことができない壁部を、観察のために見えるようにするために、図２Ｂ－ａの実施
形態の断面は、少し膨張した容積および完全に膨張した容積の状態で示されている。
【００５５】
　別の実施形態は、図２Ｂ－ｂに示されており、そこでは、サンプリングバッグの両方の
壁部が、実質的に同心円の溝部および尾根部を備えた波形を付けられている。そのような
波形は、図１に示された、しわを形成していない壁部を平らにすることができる位置をさ
らに越えて、壁部が「引き延ばされる」ことを可能にする。平らにされたバッグでは、壁
部が、正確に一致して係合され、そして、１つの壁部は点線で示されている。引き延ばさ
れた後、溝部および尾根部は深さが浅くなり、正弦波表面が、図２Ｂ－ｂの中央に示され
た最初のものよりも長く引き延ばされることを、図２Ｂにおいて理解することが可能であ
る。波形を付けることは、例えば、ローリング、ダクティング、またはプレス成形によっ
て実施することが可能である。
【００５６】
　サンプリングバッグの様々な実施形態があり、少しだけが示されている。わずかに異な
る特性を有する、製造、組み立て、設計は、サンプリングの要求に容易に調整されるとい
うことを理解することが可能である。両方の金属合金シートおよび／またはプラスチック
積層体を含む柔軟壁部を備えたサンプリングバッグの任意の実施形態は、サンプリングバ
ッグの使用の助けとなることができるパネル２３を追加的に含むことが可能である。図３
に示されているように、パネルは、ハンドルを含むことが可能であり、ハンドル２５は、
格納されることが可能であり、図３－ａに示されているように、パネルの同じ材料に部分
的に予め切り込みが入れられており、図３－ｂ、図４－ａ、および図４－ｂに示されてい
るように、手でまたは他の機構によって係合させられることが可能である。それに限定さ
れないが、板紙、段ボール紙、またはプラスチック板などの材料が、サイドパネルに適し
ている。図４は、バッグの両方のサイドパネルを単に引っ張ることによって、サンプリン
グバッグを拡張および満たすプロセスを示している。この種のサンプリングは、特にグラ
ブサンプリングにとって、他のポンプ方法と比較して極めて有利である。サンプリングさ
れた流体混合物がバッグの壁部の上で動的平衡となることを可能にするように、バッグは
、複数回連続で満たされおよびパージされることが可能である。そのような手順は、任意
の既存のサンプリングバッグまたはサンプリング方法で、容易に実施されることが可能で
はない。配管およびポンプに起因する汚染および損失は、かなり低減される。回収は、従
来のポンプ－バッグの組み合わせシステムの８５℃～９０％と比較して、１００％に近づ
くことが可能である。プラスチックバッグに貯蔵されたサンプルと比較して、サンプルの
濃度は、桁違いの倍数時間において長く安定している。図５－ａには、バッグの壁部と重
なり合うサイドパネル２３を備えたバッグが、満たされた後の状態で示されている。図５
－ｂには、バッグの壁部のサイズより小さいサイドパネル２３を備えたバッグが示されて
おり、バッグの壁部は、サイドパネル２３に取り付けられた織物、メッシュ、プラスチッ
クテープなど、他の柔らかい材料のストリップから作られた折り畳み可能なハンドル２６
を有している。
【００５７】
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　柔軟壁部を含むサンプリングバッグの別の実施形態が、図６に示されている。サイドパ
ネル２３は、非常に硬い材料からできている。硬いアクリル、ポリプロピレン、ＡＢＣ、
またはポリカーボネートのシートのなどの材料が、図６に示されている実施形態の側壁部
に適切である。サイドパネル２３は、パネル２３の間に位置付けられたばね２８によって
、互いに離れる方向に付勢されることが可能である。平坦な空の位置からのサンプリング
バッグの拡張は、サンプリングバッグ２２の中に外気圧より低い圧力を作り出し、それに
よって、流体がバッグの中に進入する駆動力が作り出される。ばねは、（図示されている
ような）板ばね、波状のばね２８、クレストツークレストばね（crest-to-crest spring
）、または、渦巻ばねもしくはコイルばねを含む群から選択されることが可能である。複
数の実施形態に最も好ましいのは、板ばねおよびクレストツークレストばねである可能性
があり、それらは、拡張されたばねの高さと比較して初期高さが小さいために選択されて
おり、それらは、単純に設計されたパネルを使用して、バッグ２２が空のときに、サイド
パネル２３が非常に近接して位置付けられることを可能にする。図６に示されている設計
の利点は、サンプリングバッグが、セルフサンプリングプロセスを実施するために使用さ
れることが可能であるということである。セルフサンプリングは、ポンプなしで長期間の
サンプリングについて利便性を提供する。長期間のセルフサンプリングを実施するために
、一貫した低流量が、サンプリング期間にわたって実現されるべきである。
【００５８】
　サンプリングバッグの実施形態は、多機能入口弁をさらに含むことが可能である。その
弁は、単純な遮断弁を備えた入口部、および流量が制限される入口部を含む、異なる特徴
を含むことが可能である。単純な遮断弁は、オン／オフ能力を有し、主としてグラブサン
プルのために使用される。グラブサンプルは、典型的に、産業衛生環境サンプルについて
「瞬間の」サンプルを得るために使用されることが可能である。次いで、サンプルは、サ
ンプリングのときに存在した様々な構成成分の濃度を決定するために実験室で分析される
。流量が制限される入口部は、サンプリング期間にわたって、サンプルを得るために使用
されることが可能である。次いで、サンプルは、サンプリング期間にわたって様々な構成
成分の平均濃度を決定するために実験室で分析されることが可能である。サンプリング期
間は、それに限定されないが、例えば、１５分、３０分、１時間、４時間、または８時間
など、任意の所望の期間であることが可能である。
【００５９】
　一般的に、サンプリング弁の実施形態は、高速グラブサンプリングおよび／または拡張
された期間内でのサンプリングにしたがった新しいサンプルアプローチで使用されること
が可能である。従来のサンプリング弁は、これらの機能の全てを実施することはできない
。従来の弁は、主にグラブサンプリングに便利な単純な遮断弁である。完全に新しいサン
プリング入口／出口流量調節取付具が、全ての必要な要求を達成するために設計されなけ
ればならない。
【００６０】
　サンプリング弁またはサンプリングヘッド５０の実施形態が、図７、図８Ａ、図８Ｂ、
および図９に示されている。サンプリングヘッド５０は、複数の異なる特徴および機能を
有する。
【００６１】
　図７および図８に示されている実施形態は、オン／オフ制御弁を含み、ステム３５を枢
動させることによって、開かれたり（オン）、閉じられたり（オフ）する。ステムの長手
方向軸線が基部の長手方向軸線と平行の方向に向けられているとき、弁は開かれており、
ステムの長手方向軸線が基部の長手方向軸線に垂直の方向に向けられているとき、弁は閉
じられている。もちろん、動作が反対にされることも可能であり、その場合には、ステム
の長手方向軸線が基部の長手方向軸線と垂直の方向に向けられているとき、弁は開かれて
おり、ステムの長手方向軸線が基部の長手方向軸線に平行の方向に向けられているとき、
弁は閉じられている。サンプリング弁またはサンプリングヘッドは、グラブサンプルのた
めに使用されることが可能であり、あるいは、ステム、または、配管コネクタ５２、有刺
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配管コネクタ５３、もしくは他のコネクタや入口部デバイスなどの中間部品への接続によ
って、配管およびポンプなどの他のサンプリングデバイスに接続されることも可能である
。典型的に、コネクタおよび他の部品は、ガスケット３３によってシールされることが可
能である。
【００６２】
　サンプリング弁またはサンプリングヘッド５０の実施形態は、較正された空気力学的な
抵抗（aerodynamic resistance）３６を有する入口部を含むことが可能である。較正され
た空気力学的な抵抗３６を有する入口部は、ある期間にわたって一貫した流量を有するよ
うに設計されている。較正された空気力学的な抵抗３６を有する入口部は、いくらかの圧
力変動があったとしても、所望の時間にわたって特定の流量範囲に流量を維持するように
設計されている。較正された空気力学的な抵抗３６を有する入口部は、拡張されたサンプ
リング期間にわたってサンプルをとるために使用されることが可能である。サンプリング
弁またはサンプリングヘッドの実施形態は、較正された空気力学的な抵抗３６を有する、
１つよりも多い入口部を含むことが可能である。同一のサンプリングバッグを用いる異な
るサンプリング手順および動作に容易に順応するように、入口部は、異なるサンプリング
期間について較正されることが可能である。
【００６３】
　サンプリング弁またはサンプリングヘッドの実施形態は、ステム３５の上にクイックコ
ネクション（quick connection）を含むことが可能である。クイックコネクションは、サ
ンプリング弁またはサンプリングヘッド５０に様々な付属品を追加するために使用される
ことが可能である。そのような付属品は、それに限定されないが、シリンジ／針輸送また
は流体サンプルのための隔壁部４０を備えた取付具と；流体輸送のための配管コネクタ５
２と；流体輸送のための有刺配管コネクタ５３と；特定のサンプリング期間および／また
は流量のために設計された空気力学的な抵抗３６を有する入口部とを含むことが可能であ
る。サンプリング期間および／または流量は、例えば、入口部２７の流路の長さおよび／
または直径を変化させることによって調整されることが可能である。
【００６４】
　サンプリングヘッド５０を使用することは、サンプリングのタイプに依存して（グラブ
サンプリングであるか、または拡張された期間のサンプリングであるかに依存して）、複
数のステップを含むことが可能である。グラブサンプリングのために、サンプリングバッ
グは、例えば、手で、機械で、または重りの付いた物体によって壁部を押すことによって
、平らにされることが可能である。バッグのサンプリング弁またはサンプリングヘッドは
、例えば、図７に示されているように開けられて、サンプルを空にすることが可能である
。サンプルバッグは、バッグを空にするために真空源に接続されることも可能である。こ
れは、（図８Ａ、図８Ｂで見られるように）クイックコネクションソケット４２　（fast
 connection socket）、半硬質配管５２、または有刺配管コネクタ５３に取り付けること
によって実施されることが可能である。真空ポンプは、図には示されていないが、シリン
ジ、ポケットポンプ、または他の真空源であることが可能である。次いで、サンプリング
ヘッド５０は、図８Ａに示された垂直位置へ、９０°の角度に沿って枢動される（隔壁部
組立体４２は導入されていない）。サンプリングヘッド５０が、再度、図７のような平行
位置へ折り返されると、隔壁部組立体４２は、取り外されることが可能であり、サンプリ
ングは、単に、高速吸い込み流れによって実施される。動作は、複数回繰り返されて、目
標とされた構成成分で壁部を確実に飽和させ、より良好なサンプル回収を確実にする。組
立体１０のバッグ２２がサンプルを含有するように示された後、サンプリングヘッドは、
再度、９０°の角度を通じて枢動されることが可能であり、サンプリング隔壁部組立体４
２がステム３５へ接続されることが可能である。バッグ組立体は、輸送および／またはサ
ンプリングの準備ができる。さらに、実験室分析のためのサンプルは、ボール弁３４が、
図７のように再度開かれると、隔壁部４０を介して引き出されることが可能である。別法
として、図８Ａに示されているように、流体輸送のために、サンプルは、組立体４２を半
硬質接続配管５２に交換することによって取り出されることも可能である。多くの実施形
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態では、全ての動作は、１分以内に実施されることが可能である。ボール弁のオン／オフ
機能は、所望により、サンプリングが終了した直後にのみ、片手だけで実施されることが
可能である。両方の手がバッグ組立体を開けるために使用され、図４で示されているよう
に実施されるとき、弁の片手動作は、グラブサンプリングに有利である。
【００６５】
　長期間のサンプリングのために、バッグ１０は、図７に示されているように開始位置に
あり、ステムソケット３５上の開口部４４が空気力学的な抵抗３６（図７および図８に示
されているマイクロ毛細血管）と整合するとき、タレットソケット３７は、適切な位置に
設置される。ステム３５上のソケットは、隔壁部組立体４２に装着されており、流れは、
空気力学的な抵抗３６を通してのみ可能である。抵抗３６は、長期間のサンプリングのた
めに、標準的なサンプリング時間：１５分、３０分、および、１時間、２時間、４時間、
８時間、２４時間（または、他の所望の時間）のうちの１つのために較正されている。サ
ンプリング時間が満了した後、タレットは、空気力学的な抵抗が開口部４４と流体連通し
ない角度へ回され、サンプリングヘッド５０は、９０°の角度で曲げられ、バッグ組立体
１０は、輸送または緊急分析の準備ができる。さらに、隔壁部組立体４２は、シリンジ／
針サンプル引き出しのために使用され、または、隔壁部は、所望されるように、流体輸送
のために半硬質配管コネクタによって交換されることが可能である。組立体４２は、図９
に示されているように、そのカスタマイズおよび較正のために、ソケット３９の中の任意
の空気力学的な抵抗によって交換されることも可能である。
【００６６】
［特徴］
　本発明は、新規のタイプのサンプリング、または、独創的なタイプのサンプリング入口
部－サンプリングヘッドを備えたセルフサンプリングバッグの実施形態を提案している。
両方の新規なものは、バッグまたはキャニスタを使用するサンプリングの全ての既存技術
と比較して、結果として多くの新しい特徴を生じる。
　－排出するためのまたは容器の中に流体を満たすための任意のタイプのポンプが不要で
ある。
　－バッテリの充電およびメンテナンスが不要である。
　－ポンプ較正が不要である。
　－サンプリングモードを変更すること、すなわち、複数回の所定のサンプリング時間、
多機能サンプリングヘッドによって、グラブサンプリング／長期間サンプリングを変更す
ることが極端に容易である。
　－動作が極端に簡易である。－特殊な資格が不要である。
　－安価なサンプリングプロセスである。－使用が低コストである。
　－１人が複数の並行したサンプリングデバイスを動かし、または連続のサンプリング動
作を行うことが可能である。労働力の効率が極端に良い。
　－サンプリングヘッドに設定される主なモードは、片手だけで動作される。
　－製造コストが低い。
　－グラブサンプリングの場合の回収率が高い。－１００％に近い。
　－外部配管または内部ポンプの壁部の上の収着が実質的にない。
　－相互汚染が実質的にない。
　－直接サンプリングされた容積の全てが使用可能である。
　－常にサンプリングの準備ができている。
　－閉じられた入口部によって空にされたとき、多くの容器が比較的小さい容積に収まる
ことが可能である（現場サンプリングにとって、携帯性は極めて重要である）。
　－本デバイスが充填されたとき、携帯可能であり、郵送することが容易である。
　－本デバイスは、本質的に安全であり、本質的に安全なサンプリングを提供する。
【００６７】
　説明された方法、およびしなやかな壁部を備えたサンプリングバッグの実施形態は、本
明細書で開示された特定の実施形態、方法ステップ、および材料に限定されず、公式、プ



(21) JP 2013-521196 A 2013.6.10

10

20

30

ロセスステップ、および材料は、いくらか変化することが可能である。さらに、本明細書
で使用された用語は、例示の実施形態を説明する目的のためだけに使用されており、本発
明の様々な実施形態の範囲は、添付の特許請求の範囲およびその均等物によってのみ限定
されるので、用語は、限定することを意図していない。
【００６８】
　したがって、本発明の実施形態は、例示の実施形態を参照して説明されているが、当業
者は、添付の特許請求の範囲に規定されているような本発明の範囲内において、変形例お
よび修正例がもたらされることが可能であるということを理解するであろう。したがって
、本発明の様々な実施形態の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、次に続
く特許請求の範囲および全ての均等物によってのみ規定されるべきである。
【符号の説明】
【００６９】
　　１０　サンプリングバッグ、サンプルバッグ、バッグ組立体
　　１１　ガスケット
　　１２　金属合金シート、金属合金壁部
　　１３　他の手段
　　１４　積層、フッ化炭素層、プラスチック積層体
　　１８　縁部
　　２１　継ぎ目部
　　２２　サンプリングバッグ
　　２３　サイドパネル
　　２５　ハンドル
　　２６　ハンドル
　　２７　入口部、サンプリングヘッド取付具
　　２８　ばね
　　３３　ガスケット
　　３４　ボール弁
　　３５　ステム、ステムソケット
　　３６　抵抗
　　３７　タレットソケット
　　３９　ソケット
　　４０　隔壁部
　　４２　隔壁部組立体、接続ソケット
　　４４　開口部
　　５０　サンプリングヘッド
　　５２　半硬質配管、配管コネクタ、半硬質接続配管
　　５３　有刺配管コネクタ
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